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社会福祉法人佐貫会 

給与規程変更（案） 

新 旧 

（給与の種類） 

第 ４ 条 （略） 

２ （略） 

３ 手当は、次の各号のとおりとする 

（１）～（５）（略） 

（６）第３０条に定める確定拠出年金手当前払金 

 

（基本給料表） 

第５条 職員に適用する基本給は、別表第１基本給料表から確定拠出年金手

当および確定拠出年金退職金に関する規程に定める確定拠出年金

手当を控除したとおりとする。 

   ２～４（略） 

 

（年俸制） 

第１４条 年俸制は、年間の年俸額を定め、年俸額の１２分の１の額を第７

条の規定により支給する。 

２ 前項の年俸額には、第１６条から第２１条まで、第２５条から第

２９条まで、第３１条の規定を適用しない。ただし、第２２条から

第２４条に規定する手当は、それぞれの勤務時間数を含めた相当分

の額とし、職員ごとに決定する。 

 

（時間外勤務手当） 

第２２条 時間外勤務手当は、所定の就業時間を超えて就業することを命ぜ

られ、勤務した職員に支給する。時間外勤務手当の額は、次のとお

りとする。ただし、職務の等級５等級の職員には、適用しない。 

｛（基本給＋役付手当＋資格手当＋確定拠出年金手当）÷（１年間

における１月平均所定労働時間数）｝×１．２５×時間外勤務時間

数 

２ 第１項の規定により月間６０時間を超える時間外労働をした職

員及び午後１０時から翌日の午前５時までの間に時間外勤務をし

た職員の時間外勤務手当の額は、次のとおりとする。 

｛（基本給＋役付手当＋資格手当＋確定拠出年金手当）÷（１年間

（給与の種類） 

第 ４ 条 （略） 

２ （略） 

３ 手当は、次の各号のとおりとする 

（１）～（５）（略） 

（追加） 

 

（基本給料表） 

第５条 職員に適用する基本給は、別表第１基本給料表のとおりとする。 

   ２～４（略） 

 

 

 

（年俸制） 

第１４条 年俸制は、年間の年俸額を定め、年俸額の１２分の１の額を第７

条の規定により支給する。 

２ 前項の年俸額には、第１６条から第２１条まで、第２５条から第

３０条までの規定を適用しない。ただし、第２２条から第２４条に

規定する手当は、それぞれの勤務時間数を含めた相当分の額とし、

職員ごとに決定する。 

 

（時間外勤務手当） 

第２２条 時間外勤務手当は、所定の就業時間を超えて就業することを命ぜ

られ、勤務した職員に支給する。時間外勤務手当の額は、次のとお

りとする。ただし、職務の等級５等級の職員には、適用しない。 

｛（基本給＋役付手当＋資格手当）÷（１年間における１月平均所

定労働時間数）｝×１．２５×時間外勤務時間数 

 

２ 第１項の規定により月間６０時間を超える時間外労働をした職

員及び午後１０時から翌日の午前５時までの間に時間外勤務をし

た職員の時間外勤務手当の額は、次のとおりとする。 

｛（基本給＋役付手当＋資格手当）÷（１年間における１月平均所
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における１月平均所定労働時間数）｝×１．５×時間外勤務時間数 

 

（休日勤務手当） 

第２３条 休日勤務手当は、法定の休日に就業した職員に支給する。休日勤

務手当の額は、次のとおりとする。ただし、職務の等級５等級の職

員には、適用しない。 

｛（基本給＋役付手当＋資格手当＋確定拠出年金手当）÷（１年間

における１月平均所定労働時間数）｝×１．３５×休日勤務時間数 

 

（深夜勤務割増手当） 

第２４条 深夜勤務割増手当は、所定の就業時間を超えて、引き続き午後１

０時から翌日の午前５時までの間に就業した職員に支給する。深夜

勤務割増手当の額は、次のとおりとする。ただし、職務の等級５等

級の職員には、適用しない。 

｛（基本給＋役付手当＋資格手当＋確定拠出年金手当）÷（１年間

における１月平均所定労働時間数）｝×０．２５×深夜勤務時間数 

 

（確定拠出年金手当前払金） 

第３０条 別途定める確定拠出年金手当および確定拠出年金退職金に関する規

程に基づき支給する。 

 

（給与の減額） 

第３１条 （略） 

 

（期末手当） 

第３２条 （略） 

２ 期末手当の額は、職員の基準日における基本給及び確定拠出年金

手当に基準日以前の期間における次の表に掲げる区分に応じた割

合を換算し、佐貫会の業績等を考慮して職員ごとに決定する。 

（略） （略） 

３ （略） 

 

（勤勉手当） 

第３３条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、職員の基準日における基本給及び確定拠出年金

定労働時間数）｝×１．５×時間外勤務時間数 

 

（休日勤務手当） 

第２３条 休日勤務手当は、法定の休日に就業した職員に支給する。休日勤

務手当の額は、次のとおりとする。ただし、職務の等級５等級の職

員には、適用しない。 

｛（基本給＋役付手当＋資格手当）÷（１年間における１月平均所

定労働時間数）｝×１．３５×休日勤務時間数 

 

（深夜勤務割増手当） 

第２４条 深夜勤務割増手当は、所定の就業時間を超えて、引き続き午後１

０時から翌日の午前５時までの間に就業した職員に支給する。深夜

勤務割増手当の額は、次のとおりとする。ただし、職務の等級５等

級の職員には、適用しない。 

｛（基本給＋役付手当＋資格手当）÷（１年間における１月平均所

定労働時間数）｝×０．２５×深夜勤務時間数 

 

（新設） 

 

 

 

（給与の減額） 

第３０条 （略） 

 

（期末手当） 

第３１条 （略） 

２ 期末手当の額は、職員の基準日における基本給に基準日以前の期

間における次の表に掲げる区分に応じた割合を換算し、佐貫会の業

績等を考慮して職員ごとに決定する。 

（略） （略） 

３ （略） 

 

（勤勉手当） 

第３２条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、職員の基準日における基本給に基準日以前の期
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手当に基準日以前の期間における次の表に掲げる区分に応じた割

合を換算し、佐貫会の業績及び職員の勤務成績等を考慮して職員ご

とに決定する。 

（略） （略） 

３ （略） 

 

（昇給） 

第３４条 （略） 

２ （略） 

 

（昇給の停止） 

第３５条 （略） 

 

（退職金の支給） 

第３６条 退職金は、佐貫会確定拠出年金手当および確定拠出年金退職金に

関する規程により支給する。 

 

（その他） 

第３７条 （略） 
 

附則 

 この規程は、令和６年４月１日に施行する。 

 

間における次の表に掲げる区分に応じた割合を換算し、佐貫会の業

績及び職員の勤務成績等を考慮して職員ごとに決定する。 

（略） （略） 

 

３ （略） 

 

（昇給） 

第３３条 （略） 

２ （略） 

 

（昇給の停止） 

第３４条 （略） 

 

（退職金の支給） 

第３５条 退職金は、佐貫会退職金規程により支給する。 

 

 

（その他） 

第３６条 （略） 

 

（新設） 

 


